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5 障害者等の選挙権行使を容易にするための制度改正

障害者及び重度の在宅療養者等の選挙権行使に係る次の事項等につい

て、 法令等の改正を含め検討されたい。

(1）郵便等による不在者投票について、 適用対象者の範囲の拡大を図る

とともに点字投票が可能となるよう、 改められたい。

(2）視聴覚障害者が候補者の政見等を知る機会を確保するよう、 改めら

れたい。

また、 必要な経費について執行経費の算出基準を定められたい。

（公職選挙法第4 9条、

障害者基本法第2 8条、 障害者差別解消法第3条、

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条ほか）

（理 由）

選挙制度においても、 障害者基本法及び障害者差別解消法を踏ま

え、障害者等の自立及び社会参加の促進を図る必要があることから、

障害者及び重度の在宅療養者等が選挙権の行使を容易にできるよう

改正する必要がある。
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